
昭
和
四
十
一
年
人
事
院
規
則
一
七―

一

人
事
院
規
則
一
七―

一
（
職
員
団
体
の
登
録
）

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
き
、
職
員
団
体
の
登
録
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
一
条
　
職
員
団
体
が
、
法
第
百
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
い
て
登
録
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
を
通

じ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
正
副
二
通
の
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
事
そ
の
他
の
役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
官
職
（
職
員
で
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
業
）

二
　
す
べ
て
の
事
務
所
の
所
在
地

三
　
連
合
体
で
あ
る
職
員
団
体
に
あ
つ
て
は
、
構
成
団
体
の
名
称

２
　
前
項
に
定
め
る
申
請
書
に
は
、
規
約
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
規
約
の
採
択
、
役
員
の
選
挙
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
重
要
な
行
為
が
、
法
第
百
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定

に
従
つ
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
並
び
に
そ
の
投
票
の
日
、
場
所
及
び
結
果
を
証
明
す
る
書
類

二
　
法
第
百
八
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
従
つ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

（
登
録
）

第
二
条
　
人
事
院
は
、
前
条
に
規
定
す
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
団
体
が
法
第
百
八
条
の
三
第
二
項

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
適
合
す
る
職
員
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
規
約
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書

の
記
載
事
項
を
職
員
団
体
登
録
簿
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
　
人
事
院
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
し
な
い
と
き
は
理
由
を
付
し
て
そ
の

旨
を
当
該
団
体
に
書
面
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
事
項
の
変
更
）

第
四
条
　
登
録
さ
れ
た
職
員
団
体
は
、
規
約
又
は
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
つ

た
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
そ
の
代
表
者
を
通
じ
て
、
変
更
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
正
副

二
通
の
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
規
約
の
改
正
、
役
員
の
選
挙
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
重
要
な
行
為
と
さ
れ
て
い
る
事
項
の
変
更
が
あ
つ
た
場

合
に
は
、
前
項
に
定
め
る
書
面
に
、
そ
の
変
更
が
法
第
百
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
従
つ
て
行
な
わ
れ
た
こ
と

並
び
に
そ
の
投
票
の
日
、
場
所
及
び
結
果
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
二
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
変
更
さ
れ
た
事
項
の
登
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
申
請
に
よ
る
登
録
の
抹
消
）

第
五
条
　
登
録
さ
れ
た
職
員
団
体
（
法
人
格
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
登
録
職
員
団
体
を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
人
事
院
に
登
録
の
抹
消
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
登
録
さ
れ
た
職
員
団
体
が
、
前
項
に
規
定
す
る
申
請
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
を
通
じ
て
、
そ
の
旨
を

記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
人
事
院
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
職
員
団
体
の
登
録
を
抹
消
し
、

そ
の
旨
を
当
該
職
員
団
体
に
書
面
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
さ
れ
た
職
員
団
体
の
解
散
）

第
六
条
　
登
録
さ
れ
た
職
員
団
体
は
、
解
散
し
た
と
き
は
、
解
散
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
そ
の
代
表
者
を
通
じ

て
、
そ
の
解
散
が
法
第
百
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
従
つ
て
行
わ
れ
た
こ
と
並
び
に
そ
の
投
票
の
日
、
場
所
及

び
結
果
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
た
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
解
散
が
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
人
事
院
は
、
当
該
職
員
団
体
の
登
録
を
抹
消
す
る
も
の
と
す

る
。

（
登
録
の
効
力
停
止
）

第
七
条
　
人
事
院
は
、
法
第
百
八
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
団
体
の
登
録
の
効
力
停
止
に
係
る
弁
明
の
機

会
の
付
与
又
は
聴
聞
の
手
続
を
執
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
登
録
の
効
力
停
止
を
行
う
と
き
は
理
由
を
付
し
て
そ
の

旨
及
び
効
力
停
止
の
期
間
を
、
登
録
の
効
力
停
止
を
行
わ
な
い
と
き
は
そ
の
旨
を
、
当
該
職
員
団
体
に
書
面
で
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
取
消
し
）

第
八
条
　
人
事
院
は
、
法
第
百
八
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
団
体
の
登
録
の
取
消
し
に
係
る
聴
聞
を
行
う

に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
期
日
の
十
五
日
前
の
日
ま
で
に
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
職
員
団
体
は
、
前
項
の
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
の
公
開
を
請
求
す
る
と
き
は
、
当
該
期
日
の
七
日
前
の
日

ま
で
に
書
面
で
行
う
も
の
と
す
る
。

第
九
条
　
人
事
院
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
聴
聞
の
手
続
を
執
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
登
録
の
取
消
し
を
行
う

と
き
は
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
、
登
録
の
取
消
し
を
行
わ
な
い
と
き
は
そ
の
旨
を
、
当
該
職
員
団
体
に
書
面
で

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
受
け
る
べ
き
者
の
所
在
が
知
れ
な
い
と
き
そ
の
他

通
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
通
知
の
内
容
を
官
報
に
掲
載
す
る
も
の
と
し
、
官
報
に
掲
載
さ
れ
た

日
か
ら
十
四
日
を
経
過
し
た
時
に
当
該
通
知
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
法
人
と
な
る
旨
の
申
出
）

第
十
条
　
法
人
格
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
と
な
る
旨
の
申
出
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
人
事
院
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
申
出
の
受
理
証
明
書
を
当
該
職
員
団
体
に
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
登
録
を
申
請
す
る
職
員
団
体
が
登
録
後
直
ち
に
法
人
と
な
ろ
う
と
す
る
職
員
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
条
に

規
定
す
る
申
請
書
に
法
人
と
な
る
旨
の
申
出
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
職
員
団
体
が
登
録
さ
れ
た
と
き
は
、
登
録
後
直
ち
に
法
人
格
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
と
な

る
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
証
明
書
の
交
付
）

第
十
一
条
　
人
事
院
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
職
員
団
体
の
登
録
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
団
体
が
登

録
の
際
法
人
格
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
認
証
職
員
団
体
等
で
あ
る
と
き
は
、
登
録
さ
れ
た
旨

の
証
明
書
を
当
該
職
員
団
体
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
一
九
日
人
事
院
規
則
一―

二
〇
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
一
七
日
人
事
院
規
則
一
七―

一―

一
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一
七―

一―

二
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


